
令和７年度 農産物品評会実施要項

１．受付日時 令和７年１１月８日（土） 午前９時～１０時

２．場 所 農場センター（営農学習室）

３．準 備

①審 査 ８日（土） １０：００～１０：３０

②展 示 ８日（土） １０：３０～ １０日（日）８：３０

③即売準備 ９日（日） ８：３０～（三役及び支部長で準備）

④販売開始 ９日（日） １０：００～１２：００(予定)

４．出品要綱

①出品物の扱い

原則として出品物は返却しない。（即売し農産物収入とする）

ただし、特殊なもの（鉢物・盆栽・高価品）については考慮するが、出品

数には入れない。

②出品は各支部の特徴を生かしたもので、支部長が代表して、支部名・氏名

を正確に書いて受付をする。

※支部長は、出品者の出品物について把握し、責任を持って受付をしてくだ

さい。

③農産物の種類と量（案）

うるち(玄米) ２kg キ ャ ベ ツ ５個 小 豆 １kg

もち米(玄米) ２kg 白 菜 ５個 み か ん ４kg

ト マ ト ５個 ブロッコリ ５株 梨(新高大)玉 ２個

ミニトマト ５Ｐ 大 ね ぎ １kg 梨(中・小)玉 ５個

メ ロ ン ２個 小 ね ぎ ５束 柿 10個

茄 子 ２kg ア ス パ ラ ５束 茶 200g

キ ュ ー リ ３kg 大 根 ５本 切 花 類 10本

い ち ご １Ｐ 生 姜 ２株 卵 10個

レ タ ス ５玉 レ ン コ ン ２株 大 秋 ５個

大 豆 １㎏

※その他（加工品・工芸品は上記限りでない）

※米の出品については、玄米のみ（白米は不可）とする。

※ただし、トマトについてはＬ玉で統一する。

④その他

八代農業高等学校同窓会農産物品評会規約に準ずる。

※団体表彰は、出品数１０点以上の支部を対象とする。

※販売価格は、市場価格（祭価格）くらいになるものと思われる。



熊本県立八代農業高等学校同窓会
農産物品評会規約

（目 的）品評会を行うことによって、会員の農業技術の向上を図るとともに、支

部及び会員相互の連帯を深め同窓会の発展に役立てる。

また母校の発展のために寄与する。

（参 加）熊本県立八代農業高等学校同窓会会員とする。ただし、賛助出品もでき

る。

（出 品）原則として支部単位で１０点以上とするが、個人出品もできる。

出品品目については別途定める。

（期 日）原則として熊本県立八代農業高等学校文化祭実施日とする。

（審 査）本校の職員及び同窓会三役で各部門ごとに行う。

ただし、特作物については外部審査員に依頼することもある。

☆入賞数は全出品数の３０％程度とする。各部門もこれに準ずる。

出品された全てについて審査する。

（表 彰）①個人の表彰はしない。

②団体（支部）表彰を行い、一位・二位・三位の表彰とする。

※順位は次の基準を適用する。（出品数１０点以上が対象）

1)点数は、金賞（１０点）・銀賞（７点）・銅賞（５点）とする。

2)各支部上位５点のトータルで決定する。

3)同点の場合は上位入賞数により決定する。

※確認事項

4)上位入賞数が同点の場合は出品数を加算する。

出品数を参加点として加算し合計する。

（賞 品）団体表彰については、賞状および賞品とする。

※賞品については予算を充てる。商品の内容については事務局に一任す

るが、必要に応じ三役会、理事・支部長会に諮問する。

付 記

平成５年度農産物品評会より適用する（平成５年２月５日）

平成１３年総会において一部改訂（平成１３年２月２２日）


